
 
 

関係府省提出資料 
 

通 番 ヒアリング事項 提出府省 ページ 

11 小規模多機能型居宅介護の定員に関する基準の見直し 厚生労働省 １ 

３ 幼保連携型認定こども園の園庭に関する基準の見直し 内閣府 ７ 

21 農地利用最適化推進委員の定数に関する基準の見直し 農林水産省 17 

22 旧農地法に基づく国有農地等に関する制度及び運用の見直し 

農林水産省 22 

法務省 34 

23 宅地建物取引業法等に係る都道府県経由事務の廃止 国土交通省 38 

24 不動産鑑定業者の登録等に係る都道府県経由事務等の廃止 国土交通省 43 

25 
一級建築士免許等に係る都道府県経由事務の廃止及び申請窓

口等の一本化 
国土交通省 48 

26 社会資本整備総合交付金の申請等に係る押印文書の電子化 国土交通省 52 

33 
不動産の移転登記等に係る登録免許税の計算における評価額

の電子情報の活用 
法務省 59 

34 心身障害者扶養共済制度の受給者の現況確認方法の見直し 厚生労働省 64 

 

資料２ 



利
用
者
の
自
宅

在
宅
生
活
の
支
援

様
態
や
希
望
に
よ
り
、
「訪
問
」

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

「
訪
問
」

人
員
配
置
は
固
定
に
せ
ず
、
柔
軟
な
業
務
遂
行
を
可
能
に
。

様
態
や
希
望
に
よ
り
、

「
泊
ま
り
」

○
１

事
業

所
の

登
録

定
員

は
2
9
名

以
下

○
「
通

い
」
の

利
用

定
員

は
登

録
定

員
の

2
分

の
1
～

1
5
名

の
範

囲
内

（
一

定
の

要
件

を
満

た
す

場
合

は
最

大
1
8

名
）

○
「
泊

ま
り

」
の

利
用

定
員

は
通

い
の

利
用

定
員

の
3
分

の
1～

9
名

の
範

囲
内

「
通
い
」
を
中
心
と
し
た
利
用

○
居

間
及

び
食

堂
は

機
能

を
十

分
に

発
揮

し
う

る
適

当
な

広
さ

○
宿

泊
室

は
４

．
５

畳
程

度
で

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

が
確

保
で

き
る

し
つ

ら
え

○
介

護
・
看

護
職

員
日

中
：
通

い
の

利
用

者
３

人
に

１
人

＋
訪

問
対

応
１

人
夜

間
：
泊

ま
り

と
訪

問
対

応
で

２
人

（
１

人
は

宿
直

可
）

○
介

護
支

援
専

門
員

１
人

○
要
介
護
度
別
の
月
単
位
の
定
額
報
酬

《
利
用
者
》

《
設
備
》

《
人
員
配
置
》ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
も
、
な
じ
み
の
職
員
に
よ
る
サ
ー

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
。

運
営
推
進
会
議

利
用

者
、

利
用

者
の

家
族

、
地

域
住

民
、

市
町

村
の

職
員

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

職
員

等
に

よ
る

会
議

に
お

い
て

、
お

お
む

ね
２

月
に

１
回

以
上

、
活

動
状

況
等

に
つ

い
て

協
議

・
報

告
・
評

価
を

行
う

。

○
外
部
の
視
点
の
評
価
に
よ
る
地
域
に
開
か
れ
た

サ
ー
ビ
ス

○
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保

運
営
推
進
会
議
の
効
率
化
や
、
事
業
所
間

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
の
促
進
等
の
観
点

か
ら
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、

複
数
の
事
業
所
の
合
同
開
催
が
可
能

〇
「
通
い
」
を
中
心
と
し
て
、
要
介
護
（
支
援
）
者
の
様
態
や
希
望
に
応
じ
て
、
随
時
「
訪
問
」
や
「
泊
ま
り
」
を
組
み
合
わ
せ
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と

で
、
中
重
度
と
な
っ
て
も
在
宅
で
の
生
活
が
継
続
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
た
め
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
が
創
設
さ
れ
た
（
平
成
１
８
年
４
月
創
設
）
。

経
緯

〇
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」
は
、
利
用
者
（
要
介
護
（
支
援
）
者
）
の
心
身
の
状
況
や
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
、
利
用
者
の
選
択
に
基
づ
き
、
居

宅
に
訪
問
し
、
ま
た
は
拠
点
に
通
わ
せ
、
も
し
く
は
拠
点
に
短
期
間
宿
泊
さ
せ
、
入
浴
・
排
せ
つ
・
食
事
等
の
介
護
、
調
理
・
洗
濯
・
掃
除
等
の
家
事
等
や
機

能
訓
練
を
行
う
も
の
。

定
義

1

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
概
要

1

重点番号11：小規模多機能型居宅介護の定員に関する基準の見直し（厚生労働省）



本
体
事
業
所

サ
テ
ラ
イ
ト
型
事
業
所

代
表
者

認
知
症
の
介
護
従
事
経
験
若
し
く
は
保
健
医
療
・
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
経
営
経
験
が
あ
り
、
認
知
症
対
応
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
開
設
者
研
修
を
修
了
し
た
者

本
体
の
代
表
者

管
理
者

３
年
以
上
認
知
症
の
介
護
従
事
経
験
が
あ
り
、
認
知

症
対
応
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
管
理
者
研
修
を
修
了
し
た

常
勤
・
専
従
の
者

本
体
の
管
理
者
が
兼
務
可
能

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者

日
中

通
い
サ
ー
ビ
ス

常
勤
換
算
方
法
で
３
：
１
以
上

常
勤
換
算
方
法
で
３
：
１
以
上

訪
問
サ
ー
ビ
ス

常
勤
換
算
方
法
で
１
以
上
（
他
の
サ
テ
ラ
イ
ト
型
事

業
所
の
利
用
者
に
対
し
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
）

１
以
上
（
本
体
事
業
所
又
は
他
の
サ
テ
ラ
イ
ト
型
事

業
所
の
利
用
者
に
対
し
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
）

夜
間

夜
勤
職
員

時
間
帯
を
通
じ
て
１
以
上
（
宿
泊
利
用
者
が
い
な
い

場
合
、
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
）

時
間
帯
を
通
じ
て
１
以
上
（
宿
泊
利
用
者
が
い
な
い

場
合
、
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
）

宿
直
職
員

時
間
帯
を
通
じ
て
１
以
上
（
随
時
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス

に
支
障
が
な
い
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
、
必

ず
し
も
事
業
所
内
で
宿
直
す
る
必
要
は
な
い
。
）

本
体
事
業
所
か
ら
適
切
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
場
合
、

置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

看
護
職
員

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
の
う
ち

１
以
上

本
体
事
業
所
か
ら
適
切
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
場
合
、

置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

介
護
支
援
専
門
員

介
護
支
援
専
門
員
で
あ
っ
て
、
小
規
模
多
機
能
型

サ
ー
ビ
ス
等
計
画
作
成
担
当
者
研
修
を
修
了
し
た
者

１
以
上

小
規
模
多
機
能
型
サ
ー
ビ
ス
等
計
画
作
成
担
当
者
研

修
を
修
了
し
た
者
１
以
上

※
代

表
者

・
管

理
者

・
看

護
職

員
・
介

護
支

援
専

門
員

・
夜

間
の

宿
直

者
（
緊

急
時

の
訪

問
対

応
要

員
）
は

、
本

体
と

の
兼

務
等

に
よ

り
、

サ
テ

ラ
イ

ト
型

事
業

所
に

配
置

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

必
要

と
な

る
人

員
・
設

備
等

2

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
基
準

2



サ
テ
ラ
イ
ト
型
事
業
所
の

本
体
と
な
る
事
業
所

・
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

・
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

※
事
業
開
始
以
降
１
年
以
上
の
本
体
事
業
所
と
し
て
の
実
績
を
有
す
る
こ
と
、
又
は
、
登
録
者
数
が
当
該

本
体
事
業
所
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
登
録
定
員
の
10
0分
の
70
を
超
え
た
こ
と
が
あ
る
こ
と

本
体
１
に
対
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト

型
事
業
所
の
箇
所
数

・
最
大
２
箇
所
ま
で

本
体
事
業
所
と
サ
テ
ラ
イ
ト
型

事
業
所
と
の
距
離
等

・
自
動
車
等
に
よ
る
移
動
に
要
す
る
時
間
が
お
お
む
ね
20
分
以
内
の
近
距
離

・
本
体
事
業
所
と
同
一
建
物
や
同
一
敷
地
内
は
不
可

サ
テ
ラ
イ
ト
型
事
業
所
の

設
備
基
準
等

・
サ
テ
ラ
イ
ト
型
事
業
所
に
お
い
て
も
、
通
い
・
泊
ま
り
・
訪
問
機
能
は
必
要

※
本
体
の
空
床
状
況
や
利
用
者
の
心
身
の
状
況
に
配
慮
し
た
上
で
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
事
業
所
の

利
用
者
が
本
体
事
業
所
に
宿
泊
す
る
こ
と
も
可
能

※
本
体
の
訪
問
ス
タ
ッ
フ
が
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
利
用
者
に
訪
問
す
る
こ
と
も
可
能

指
定

・
本
体
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
事
業
所
そ
れ
ぞ
れ
が
受
け
る

※
医
療
・
介
護
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
３
年
以
上
の
実
績
を
有
す
る
事
業
者
で
あ
る
こ
と

※
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
に
設
置
さ
れ
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会
等
の
意
見
を
聴
く
こ
と

登
録
定
員
等

介
護
報
酬

・
通
常
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
介
護
報
酬
と
同
額

本
体
事
業
所

サ
テ
ラ
イ
ト
型
事
業
所

登
録
定
員

２
９
人
ま
で

１
８
人
ま
で

通
い
の
定
員

登
録
定
員
の
1/
2～
18
人
ま
で

登
録
定
員
の
1/
2～
12
人
ま
で

泊
ま
り
の
定
員

通
い
定
員
の
1/
3～
９
人
ま
で

通
い
定
員
の
1/
3～
６
人
ま
で

※
本

体
事

業
所

の
登

録
定

員
が

２
６

人
以

上
の

事
業

所
に

つ
い

て
、

居
間

及
び

食
堂

を
合

計
し

た
面

積
が

「
利

用
者

の
処

遇
に

支
障

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
充

分
な

広
さ

が
確

保
さ

れ
て

い
る

」
場

合
に

は
、

通
い

の
定

員
を

1
8
人

以
下

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
サ

テ
ラ

イ
ト

型
事

業
所

の
本

体
に

つ
い

て
は

、
通

い
・泊

ま
り

・訪
問

機
能

を
有

す
る

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

又
は

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

と
し

、
本

体
と

の
円

滑
な

連
携

を
図

る
観

点
か

ら
、

箇
所

数
及

び
本

体
と

の
距

離
等

に
つ

い
て

一
定

の
要

件
を

課
す

。

※
サ

テ
ラ

イ
ト

型
事

業
所

に
お

い
て

も
、

通
い

・
泊

ま
り

・
訪

問
機

能
を

提
供

す
る

こ
と

と
す

る
が

、
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
・
訪

問
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
効

率
的

に
行

う
こ

と
を

可
能

と
す

る
。

サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
設
備
・
運
営
基
準

3

3



小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
定
員
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て

4

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

の
人

員
、

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

第
6
6
条

に
定

員
に

関
す

る
規

定
が

置
か

れ
て

い
る

。

本
体

事
業

所
サ

テ
ラ

イ
ト

事
業

所

登
録

定
員

２
９

人
ま

で
１

８
人

ま
で

通
い

の
定

員
登

録
定

員
の

１
/２

～
１

５
人

ま
で

（
※

）
登

録
定

員
の

１
/２

～
１

２
人

ま
で

泊
ま

り
の

定
員

通
い

定
員

の
１

/３
～

９
人

ま
で

通
い

定
員

の
１

/３
～

６
人

ま
で

※
登

録
定

員
が

２
５

名
を

超
え

る
場

合
は

、
登

録
定

員
に

応
じ

て
、

通
い

の
定

員
を

次
の

表
の

と
お

り
と

す
る

こ
と

が
出

来
る

。

登
録

定
員

通
い

の
定

員

２
６

人
又

は
２

７
人

１
６

人

２
８

人
１

７
人

２
９

人
１

８
人

4



出
典

：
請

求
事

業
所

数
：厚

生
労

働
省

「
介

護
給

付
費

等
実

態
統

計
」
（平

成
3
1
年

４
月

審
査

分
）

高
齢

者
(6

5
歳

以
上

）
人

口
：
平

成
27

年
国

勢
調

査

※
請

求
事

業
所

数
に

は
、

月
遅

れ
請

求
分

及
び

区
分

不
詳

を
含

む
。

※
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
は

含
ま

な
い

。

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
請
求
事
業
所
数
（
都
道
府
県
別
）

3
4
1
 4
8
 8

2
 7

0
 7

3
 

1
2
0
 1

1
4
 8
0
 9

8
 1
1
2
 1
2
1
 1
3
6
 2
1
5
 3
0
6
 1
9
1
 7
9
 8

0
 8

3
 2

5
 1
0
1
 8
1
 1

5
9
 

1
8
5
 6
2
 7

7
 1
6
7
 2
1
1
 2
3
4
 4
3
 4

7
 5

9
 8

0
 1
7
5
 2
1
3
 7
9
 3

3
 4

4
 1
1
4
 3
5
 2
7
1
 5
3
 1
2
0
 1
4
5
 4
2
 5

6
 1
2
3
 6
9
 

2
1
.9 1

2
.32

1
.2 1

1
.92

1
.33

4
.8 2

1
.0 1

0
.41
9
.32

0
.7 6
.8

8
.6

7
.21

4
.22

7
.9 2

4
.52

5
.23
7
.3 1
0
.71

6
.1 1

4
.31
5
.6

1
0
.51
2
.4

2
2
.8

2
3
.7 9

.31
5
.8 1

1
.11

5
.9

3
4
.9

3
5
.9 3
2
.4 2

7
.5 1

7
.6 1

4
.31

5
.42

7
.3 1

4
.82

0
.82

3
.12

9
.7 2

8
.3 1

1
.91

7
.32
5
.6

2
4
.8

0
.0

5
.0

1
0
.0

1
5
.0

2
0
.0

2
5
.0

3
0
.0

3
5
.0

4
0
.0

0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

3
5
0

4
0
0

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

請
求

事
業

所
数

（
左

軸
）

高
齢

者
人

口
1
0
万

人
あ

た
り

の
請

求
事

業
所

数
（
右

軸
）

（
事

業
所

）
（
事

業
所

）

5

全
国

計
：

5,
45

3

5



（
注

）
介

護
保

険
総

合
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

任
意

集
計

（
令

和
２

年
２

月
サ

ー
ビ

ス
提

供
分

）
。

介
護

予
防

・
短

期
利

用
は

除
く
。

（
参
考
）
サ
テ
ラ
イ
ト
型
施
設
・
事
業
所
数
（
都
道
府
県
別
）

15
 0 

2 
1

4 
1 

3 
3

0 
3 

2 
4 

5
8 

12
 2 

6 

1 
3

7 

0 

5 
6 

4
1 

6 
6 

7 

1 
0 

1 
2

5 
5 

1 
1 

0 
4 

1 

12
 4 

5 
5 

1 
2 

1 
0

05101520

北 海 道

青 森
岩 手

宮 城
秋 田

山 形
福 島

茨 城
栃 木

群 馬
埼 玉

千 葉
東 京

神 奈 川

新 潟
富 山

石 川
福 井

山 梨
長 野

岐 阜
静 岡

愛 知
三 重

滋 賀
京 都

大 阪
兵 庫

奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根

岡 山
広 島

山 口
徳 島

香 川
愛 媛

高 知
福 岡

佐 賀
長 崎

熊 本
大 分

宮 崎
鹿 児 島

沖 縄

サ
テ

ラ
イ

ト
型

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
(n

=1
68

)

3 

1 
2 

1 
1 

1 

01234

北 海 道

青 森
岩 手

宮 城
秋 田

山 形
福 島

茨 城
栃 木

群 馬
埼 玉

千 葉
東 京

神 奈 川

新 潟
富 山

石 川
福 井

山 梨
長 野

岐 阜
静 岡

愛 知
三 重

滋 賀
京 都

大 阪
兵 庫

奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根

岡 山
広 島

山 口
徳 島

香 川
愛 媛

高 知
福 岡

佐 賀
長 崎

熊 本
大 分

宮 崎
鹿 児 島

沖 縄

サ
テ

ラ
イ

ト
型

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
(n

=9
)

59
 8 

19
 2

1 
14

 20
 1

8 
16

 1
9 

16
 2

0 
18

 13
 1

7
30

 10
 1

2 
7

29
 24

 2
1 

22

70
 13

 7

28
 61

 31
 2 

10
 5 

4 
10

 1
3 

15
0 

2 
9

0 

27
 2 

4 
12

 9
 

1
11

 1 
020406080

北 海 道

青 森
岩 手

宮 城
秋 田

山 形
福 島

茨 城
栃 木

群 馬
埼 玉

千 葉
東 京

神 奈 川

新 潟
富 山

石 川
福 井

山 梨
長 野

岐 阜
静 岡

愛 知
三 重

滋 賀
京 都

大 阪
兵 庫

奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根

岡 山
広 島

山 口
徳 島

香 川
愛 媛

高 知
福 岡

佐 賀
長 崎

熊 本
大 分

宮 崎
鹿 児 島

沖 縄

サ
テ

ラ
イ

ト
型

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
(n

=7
80

)

○
サ
テ
ラ
イ
ト
事
業
所
は
都
市
部
に
限
ら
ず
全
国
に
所
在
し
て
い
る
。

6

6



幼
保
連

携
型

認
定

こ
ど
も
園

の
園
庭

に
関
す
る
基
準
の
見
直
し

（
管

理
番

号
２
８
）

ヒ
ア
リ
ン
グ
説

明
資

料

令
和
２
年
８
月
６
日

7

重点番号３：幼保連携型認定こども園の園庭に関する基準の見直し（内閣府）



認
定
こ
ど
も
園
の
数

（
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
調
べ
（
平
成

3
1年

4
月

1
日
現
在
）
）

各
都
道
府
県
別
の
数

（
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
調
べ
（
平
成

3
1年

4
月

1
日
現
在
）
）

教
育
･保

育
を
一

体
的

に
行

う
施

設
で
､幼

稚
園
と
保
育
所
の
両
方
の
良
さ
を

併
せ

持
っ
て
い
る
施

設
で
す
。
以

下
の

機
能

を
備

え
､認

可
・
認

定
の

基
準

を
満
た
す
施

設
は

､都
道

府
県

等
か

ら
認

可
・
認
定
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
｡

①
就

学
前

の
子

ど
も
を
、
保

護
者

が
働

い
て
い
る
、
い
な
い
に
か
か

わ
ら
ず
受

け
入

れ
て
、
教

育
と
保

育
を
一

体
的

に
行
う
機
能

②
子

育
て
相

談
や

親
子

の
集

い
の

場
の

提
供

等
地

域
に
お
け
る
子

育
て
の

支
援

を
行

う
機

能

「
認

定
こ
ど
も
園
」
と
は

認
定

こ
ど
も
園
の

類
型

幼
保

連
携

型

幼
稚
園
的
機
能
と
保
育
所
的

機
能

の
両

方
の

機
能

を
併
せ
持
つ
単
一
の
施

設
と
し
て
､認

定
こ
ど
も
園

の
機
能
を
果
た
す
タ
イ
プ

幼
稚
園
型

幼
稚

園
が

、
保

育
を
必

要
と
す
る
子

ど
も
の

た
め
の

保
育

時
間

を
確

保
す
る
な
ど
、
保

育
所

的
な
機

能
を
備

え
て
認

定
こ
ど
も
園

の
機

能
を
果

た
す
タ
イ
プ

保
育

所
型

認
可
保
育
所
が
、
保
育
を
必
要

と
す
る
子

ど
も

以
外
の
子
ど
も
も
受
け
入
れ

る
な
ど
、
幼

稚
園

的
な
機

能
を
備
え
る
こ
と
で
認

定
こ
ど
も
園

の
機

能
を
果
た
す
タ
イ
プ

地
方
裁
量
型

認
可

保
育

所
以

外
の

保
育

機
能

施
設

等
が

、
保

育
を
必

要
と
す
る
子

ど
も
以

外
の

子
ど
も
も
受

け
入

れ
る
な
ど
、
幼

稚
園

的
な
機

能
を
備

え
る
こ
と
で
認

定
こ
ど
も
園

の
機

能
を
果

た
す
タ
イ
プ

認
定

こ
ど
も
園

制
度

の
概
要

園
数

（
内
訳
）

幼
保
連
携
型

幼
稚
園
型

保
育
所
型

地
方
裁
量
型

7,
20

8
H3

0 
(6

,1
60

)
5,

13
7

(4
,4

09
)

1,
10

4
(9

66
)

89
7

(7
20

)
70 (6

5)

都
道
府
県

園
数

都
道
府
県

園
数

都
道
府
県

園
数

H
3
0

H
3
1

H
3
0

H
3
1

H
3
0

H
3
1

北
海
道

3
4
4

4
0
8
 

石
川
県

1
8
0

2
2
4
 

岡
山
県

8
6

1
1
1
 

青
森
県

2
6
0

2
8
7
 

福
井
県

1
0
7

1
2
3
 

広
島
県

1
3
4

1
6
9
 

岩
手
県

8
1

9
5
 

山
梨
県

6
4

7
0
 

山
口
県

5
3

6
0
 

宮
城
県

4
4

5
9
 

長
野
県

6
8

7
7
 

徳
島
県

5
4

6
0
 

秋
田
県

8
9

9
4
 

岐
阜
県

1
0
1

1
3
0
 

香
川
県

4
6

6
7
 

山
形
県

7
5

8
5
 

静
岡
県

2
4
7

2
7
4
 

愛
媛
県

7
4

8
4
 

福
島
県

9
0

1
0
5
 

愛
知
県

1
6
9

2
0
8
 

高
知
県

3
4

3
6
 

茨
城
県

1
9
8

2
1
5
 

三
重
県

4
0

5
5
 

福
岡
県

1
1
2

1
3
2
 

栃
木
県

1
1
6

1
2
9
 

滋
賀
県

8
5

9
7
 

佐
賀
県

7
4

8
5
 

群
馬
県

2
0
6

2
2
9
 

京
都
府

7
7

1
0
8
 

長
崎
県

1
3
5

1
5
4
 

埼
玉
県

9
3

1
1
9
 

大
阪
府

5
7
3

6
5
5
 

熊
本
県

1
3
3

1
4
8
 

千
葉
県

1
4
5

1
7
8
 

兵
庫
県

4
6
3

5
0
9
 

大
分
県

1
2
7

1
4
3
 

東
京
都

1
2
9

1
4
5
 

奈
良
県

6
0

7
1
 

宮
崎
県

1
7
8

1
9
2
 

神
奈
川
県

1
4
0

1
8
7
 
和
歌
山
県

5
2

5
8
 

鹿
児
島
県

1
9
8

2
2
8
 

新
潟
県

1
5
2

1
9
7
 

鳥
取
県

4
0

4
5
 

沖
縄
県

7
9

1
2
9
 

富
山
県

1
0
3

1
1
6
 

島
根
県

5
2

5
8
 

合
計

6
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6
0

7
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0
8

1
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認
定

こ
ど
も
園

数
の

推
移

40
6 

48
6 

59
5 

72
0 

1,
93

0 

2,
78

5 

3,
61

8 

4,
40

9 
5,

13
7 

22
5 

27
2 

31
6 

41
1 

52
5 

68
2 

80
7 
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1,
10
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0 

12
1 
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18
9 

32
8 

47
4 

59
2 

72
0 

89
7 

31
 

30
 

33
 

40
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60
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70
 

0

1,
00

0

2,
00

0

3,
00
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4,
00
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5,
00
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6,
00
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00
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00
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２
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Ｈ
２
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Ｈ
２
８

Ｈ
２
９

Ｈ
３
０

Ｈ
３
１

※
棒
グ
ラ
フ
下
か
ら

幼
保

連
携

型
幼

稚
園

型
保

育
所

型
地

方
裁

量
型

9
0
9

6
,1

6
0

7
6
2

1
,0

9
9

1
,3

6
0

2
,8

3
6

4
,0

0
1

5
,0

8
1

（
平

成
3
1
年

4
月

1
日

現
在
）

7
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0
8
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設
置

パ
タ

ー
ン

別
の

基
準

施
設

の
設
置

パ
タ
ー
ン

基
本

的
考
え
方

主
な
基

準

【
新

設
】
の
パ

タ
ー
ン

新
規

に
新

た
な
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど
も
園

を
設

置
す
る
場

合

・
幼

稚
園

又
は

保
育

所
の

高
い

水
準

を
引

き
継

ぐ
。

〈
学

級
編

制
・
職
員
配

置
基
準

〉
・
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
の
教
育
時
間
は

学
級

を
編

制
し
、
専

任
の

保
育

教
諭

を
１
人

配
置

。
・
職
員
配
置
基
準
は
、
４
・
５
歳
児
３
０
：
１
、
３
歳

児
２
０
：
１
、
１
・
２
歳

児
６
：
１
、
乳

児
３
：
１

〈
園

舎
・
保
育

室
等
の

面
積

〉
・
満
３
歳
以
上
の
園
舎
面
積
は
幼
稚
園
基
準

（
２
学

級
以

上
の

場
合

32
0㎡

＋
１
学

級
に
つ
き

10
0㎡

増
）

・
居
室
・
教
室
面
積
は
、
保
育
所
基
準
（

1.
98

㎡
/人

、
乳

児
室

は
1.

65
㎡

/人
、
ほ

ふ
く
室

は
3.

3㎡
/人

）

〈
園

庭
の

面
積

〉
・
園
庭
は
園
舎
と
同
一
敷
地
内
又
は
隣
接

地
に
必

置
と
し
、
面

積
は

、
①

と
②

の
合

計
面

積
①

満
２
歳

の
子

ど
も
に
つ
い
て
保

育
所
基

準
（

3.
3㎡

/人
）

②
満

３
歳

以
上

の
子

ど
も
に
係

る
幼

稚
園

基
準

（
3学

級
以

上
の

場
合

40
0㎡

＋
1学

級
に
つ
き

80
㎡

増
）
と
保

育
所

基
準

（
3.

3㎡
/人

）
の

い
ず
れ
か

大
き
い
方

※
代

替
地

は
面

積
算

入
不
可

。

〈
食

事
の

提
供

、
調
理
室

の
設
置

〉
・
提
供
範
囲
は
、
保
育
認
定
を
受
け
る
２
号

・
３
号

子
ど
も
（
１
号

子
ど
も
へ

の
提

供
は

園
の

判
断

）
。

・
原
則
自
園
調
理
。
満
３
歳
以
上
は
従
前
の

保
育

所
と
同

じ
要

件
に
よ
り
外

部
搬

入
可

。

幼
保

連
携

型
認

定
こ
ど
も
園

の
設

備
及

び
運

営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

3

10



施
設

の
設
置

パ
タ
ー
ン

基
本

的
考
え
方

主
な
基

準

【
既

存
の

幼
稚

園
・
保

育
所

か
ら

の
移

行
】
の

パ
タ
ー
ン

既
設

の
幼

稚
園

又
は

保
育

所
を

基
に
、
新

た
な
幼
保

連
携

型
認

定
こ
ど
も
園

を
設

置
す
る
場

合

・
適

正
な
運

営
が

確
保

さ
れ

て
い

る
施

設
に

限
り
、
新

た
な
基

準
に
適

合
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と

を
前

提
と
し
て
、
移

行
特

例
を

設
け
て
い
る
。

〈
園

舎
面

積
〉

・
保

育
所

か
ら
の

移
行

の
場

合
→
保

育
所

基
準

（
1.

98
㎡

/人
、
乳

児
室

は
1.

65
㎡

/人
、
ほ

ふ
く
室

は
3.

3㎡
/人

）
で
可
。

・
幼

稚
園

か
ら
の

移
行
の

場
合

→
幼

稚
園

基
準

（
２
学

級
以

上
の

場
合

32
0㎡

＋
１
学

級
に
つ
き

10
0

㎡
増
）
で
可
。

〈
園

庭
の

面
積

〉
・
幼

稚
園

か
ら
の

移
行

の
場

合
→
幼

稚
園

基
準

（
3学

級
以

上
の

場
合

40
0㎡

＋
1学

級
に
つ
き

80
㎡
増
）
で
可
（
満
２
歳
児
に
係
る
面

積
に
つ
い
て
は

代
替

地
で
可

）
。

・
保
育
所
か
ら
の
移
行
の
場
合

→
保

育
所

基
準

（
満

２
歳

以
上

3.
3㎡

/人
）
で
可

。

4
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5

項
目

幼
保

連
携

型
認

定
こ
ど
も
園

の
園

庭
幼

稚
園

の
運

動
場

保
育

所
の

屋
外

遊
技

場

園
庭

、
運

動
場

、
屋

外
遊

技
場

の
面

積
の

基
準

以
下
の
一
及
び
二
の
面
積

を
合

算
し
た
面
積

一
以
下
の
イ
又
は
ロ
の

面
積

の
う
ち
い
ず
れ

か
大
き
い
方
の
面
積

イ
学
級
数
が
２
学
級
以

下
の

場
合

：
３
３
０
＋
３
０

×
（
学

級
数

－
１
）
㎡

学
級
数
が
３
学
級
以

上
の

場
合

：
４
０
０
＋
８
０

×
（
学

級
数

－
３
）
㎡

ロ
満
３
歳
以
上
の
園
児

数
×

３
．
３
㎡

二
満
２
歳
児
の
園
児
数

×
３
．
３
㎡

学
級

数
が

２
学

級
以

下
の

場
合
：

３
３
０
＋

３
０

×
（
学

級
数
－
１
）
㎡

学
級

数
が

３
学

級
以

上
の

場
合
：

４
０
０
＋

８
０

×
（
学

級
数
－
３
）
㎡

満
２
歳
以
上
の
園
児
数

×
３
．
３
㎡

園
庭

、
運

動
場

、
屋

外
遊

技
場

の
位

置

園
舎
と
同
一
の
敷
地
内
又

は
隣

接
す
る
位

置
に

設
け
る
こ
と

園
舎

と
同

一
の

敷
地

内
又
は
隣
接
す
る

位
置

に
設

け
る
こ
と

保
育
所
の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
技

場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
（
近
隣
の
公

園
な
ど
）
で
可

幼
保
連
携
型

認
定

こ
ど
も
園

の
園

庭
、
幼

稚
園
の

運
動
場

、
及

び
保
育
所
の
屋
外
遊
技
場
の
基
準

12



6

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
庭
の

面
積

基
準

及
び
移

行
特

例

○
幼

保
連
携

型
認

定
こ
ど
も
園

の
学

級
の
編

制
、
職

員
、
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成

26
年
内
閣

府
・
文
部

科
学
省

・厚
生

労
働

省
令
第

１
号

）

（
園
庭

の
面
積
基
準
）

第
六

条
１

幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
園
舎
及
び
園
庭
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４
（
略
）

５
園
舎
及
び
園
庭
は
、
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
位
置
に
設
け
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

６
（
略
）

７
園
庭
の
面

積
は
、
次
に
掲
げ
る
面
積
を
合
算
し
た
面
積
以
上
と
す
る
。

一
次
に
掲

げ
る
面
積
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
面
積

イ
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
面
積

ロ
３
．
３
㎡
に
満
３
歳
以
上
の

園
児
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積

二
３
．
３
㎡
に
満
２
歳
以
上
満
３
歳
未
満
の
園
児
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積

学
級
数

２
学
級
以
下

３
学

級
以
上

面
積
（
㎡
）

３
３
０
＋
３
０

×
（
学
級
数

―
１
）

４
０
０
＋
８
０

×
（
学
級
数

―
３
）

13



7

（
幼
稚
園
か
ら
の
移
行
特
例
）

附
則
第
４
条
第
１
項

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
幼
稚
園
（
そ
の
運
営
の
実
績
そ
の
他
に
よ
り
適
正
な
運
営
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
幼
稚
園
を
廃
止
し
、
当
該
幼
稚
園
と

同
一
の
所
在
場
所
に
お
い
て
、
当
該
幼
稚
園
の
設
備
を
用
い
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
第
六
条
第
三
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
七
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

上
欄

中
欄

下
欄

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
６
条
第
７
項

一
次

に
掲
げ
る
面
積
の
う
ち
い
ず
れ
か

大
き
い
面
積

イ
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

定
め
る
面
積

ロ
3.

3㎡
に
満
３
歳
以
上
の
園
児
数
を

乗
じ
て
得
た
面
積

一
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

定
め
る
面
積

学
級
数

面
積

（
㎡

）

二
学

級
以

下
３
３
０
＋

３
０

×
（
学

級
数

－
１
）

三
学

級
以

上
４
０
０
＋

８
０

×
（
学

級
数

－
３
）
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8

（
保
育

所
か
ら
の
移
行
特
例
）

附
則

第
４
条
第
２
項

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
保
育
所
（
そ
の
運
営
の
実
績
そ
の
他
に
よ
り
適
正
な
運
営
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
保
育
所
を
廃
止
し
、
当
該

保
育

所
と
同
一
の
所
在
場
所
に
お
い
て
、
当
該
保
育
所
の
設
備
を
用
い
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
第
６
条
第
３
項
、
第
６
項
及
び
第
７
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

上
欄

中
欄

下
欄

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
６
条
第
７
項

一
次

に
掲
げ
る
面
積
の
う
ち
い
ず
れ
か

大
き
い
面
積

イ
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

定
め
る
面
積

ロ
3.

3㎡
に
満
３
歳
以
上
の
園
児
数
を

乗
じ
て
得
た
面
積

一
３
．
３
㎡
に
満
３
歳
以
上
の
園
児
数
を
乗

じ
て
得
た
面
積
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9

附
則
第
４
条
第
３
項

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現

に
幼
稚
園
又
は
保
育
所
を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所

を
廃
止
し
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
と
同
一
の
所
在
場
所
に
お
い
て
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
の
設
備

を
用
い
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で

あ
っ
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
舎
と
同
一
の
敷
地
内

又
は
隣
接
す
る
位
置
に
園
庭
（
第
六

条
第
七
項
第
一
号
の
面
積
以
上

の
面
積
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
五
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
所
に
園
庭
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
満
三
歳
以
上
の
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
支
障
が

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
園
児
が
安
全
に
移
動
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

二
園
児
が
安
全
に
利
用
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

三
園
児
が
日
常
的
に
利
用

で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

四
教
育
及
び
保
育
の
適
切
な
提
供
が
可
能
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。

（
移
行
特
例
に
お
い
て
「
満
２
歳
児
の
園
児
数

×
３
．
３
㎡
」
分
の
面
積
に
つ
き
代
替
地
を
園
庭
の
面
積
と
し
て
算
入

す
る
こ
と
が
で
き
る
要
件
）
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